令和８年度
地域おこし協力隊（会計年度任用職員）募集要項
[bookmark: _GoBack]令和７年11月７日
１　募集の目的
　栃木市は栃木県の最南端に位置し、市の中心部は江戸時代の宿場町や舟運による北関東随一の商都として栄えた当時の面影を残しており、現在は「蔵の街」として多くの観光客でにぎわっています。東には田園、西には「太平山」、南には「渡良瀬遊水地」、北には昔懐かしい里山風景が広がり、豊かな河川が流れるなど、多くの自然に恵まれています。
本市では、プロスポーツチームとの連携は基より、スカイスポーツ、ウォータースポーツを体験できる環境にあります。また、農業も盛んであり、米や麦のほか、いちご、トマト、ニラ、ぶどうなどの多様な農産物が生産されています。さらに、桜をはじめとする花の名所、歴史的建造物による街並みの「蔵の街とちぎ」、太平山、渡良瀬遊水地などの観光資源も豊富にあります。しかし、それら資源が独立し連携が図られていない状況であります。
そこで、栃木市地域おこし協力隊設置要綱（令和３年３月29日告示第93号、以下「要綱」といいます）に基づき、プロスポーツの観戦や宿泊などをはじめとするスポーツツーリズムコンテンツ創出に取り組んで頂き、スポーツツーリズムを通じ、本市の食とスポーツを活かした地域活性化及び観光振興を図ることを目的とします。
地域への誘客や活性化が進むことによる経済効果へ繋げ栃木市の未来をつくっていきましょう。

２　主な活動内容
　　・本市のスポーツ資源、観光資源を活かした独自コンテンツの開発
・連携協定を締結しているプロスポーツチーム等の応援やスポーツツーリズムの創出
・女子野球タウンを活用したコンテンツ創出
・その他、スポーツを活用した地域活性化に繋がること全て

３　応募の条件
	応募資格
（右記の全ての要件を満たす必要があります。）
	・三大都市圏内外の都市地域及び一部条件不利地域のうち条件不利区域以外の区域又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項に規定する指定都市に現に住所を有する方
・採用後、生活の拠点を栃木市に移すとともに栃木市に住民票を異動することができる方
・任期終了後も栃木市に居住する意向のある方
・地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条に規定する欠格事由に該当しない方
・普通自動車運転免許を有している方、又は取得予定の方
・パソコンの一般的な操作及びSNSの活用ができる方

	求める人物像
	・地方創生や地方活性化に関心がある方
・スポーツ及びスポーツツーリズムに関心がある方
・地域住民や関係団体と柔軟なコミュニケーションがとれる方
・人と接することが好きで、人の話に真摯に耳を傾けられる方
・栃木市に定住してプロジェクトを継続する意思がある方
・市や地域の事業者と連携して意欲的に取り組む意思のある方
・観光業、法人営業、WEBマーケティング等の経験がある方は歓迎いたします。
・インバウンド向け情報発信（多言語対応）可能な方は歓迎いたします。



４　採用予定人数
　　１名

５　雇用形態
　地域おこし協力隊は、栃木市の会計年度任用職員とし、下記の条例等に基づき栃木市長が任用します。
　・栃木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
　・栃木市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
　・栃木市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
　・栃木市会計年度任用職員の任用等に関する規則
　・栃木市地域おこし協力隊設置要綱
　（上記条例等のリンク先：https://krr390.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf）
任用期間は、令和８年度の任用日から令和９年３月３１日までとし、年度ごとに再度任用の可否を判断し、最長3年間活動を延長することができます。ただし、協力隊員として相応しくないと判断した場合は、任期期間中であってもその職を解くことができるものとします。
任用時期は、市と内定者で相談のうえ決定します。

６　報酬
　　224,224円/月（別途、一定の条件を満たした場合に年2回の期末・勤勉手当あり。）
費用弁償（通勤手当）　原則、通勤距離が2km以上の場合に、距離に応じて支給されます。

７　勤務条件
	勤務地
	・デスクはスポーツ課（栃木市総合体育館内）に設置予定です。
・研修等による栃木市外で活動をすることもあります。

	勤務時間
	9:00～17:00（うち休憩1時間）

	活動日数
	原則、月曜日から金曜日の週5日（35時間）

	休日・休暇
	土曜日、日曜日、祝日、年末年始
・イベントや研修等で休日出勤が発生する場合は、別日に振替または代休となります。
・年次有給休暇を利用することができます。
・夏季休暇など年次有給休暇以外の休暇を利用することができます。

	待遇・福利厚生
	住居
	・住居は市で借り上げ、無償で貸与します。（上限6万円以内、超過分は自己負担。）
・住居に係る光熱水費等は自己負担とします。
・移転料は、栃木市職員等の旅費に関する条例に準じた額を予算の範囲内で支給します。
　単身世帯例：渋谷から53,500円

	
	活動経費
	・活動に使用するパソコンは市が貸与します。（ただし、庁外持ち出し原則禁止。）
・活動に使用する車両は市が都度用意します。なお、通勤や日常生活には自家用車をご利用ください。
・その他、活動のために必要な消耗品費や出張費、活動用車両の燃料費については予算の範囲内で市が負担します。

	
	社会保険
	・健康保険（共済保険）加入
・厚生年金保険加入
・雇用保険加入
・非常勤職員等公務災害補償加入又は労災保険加入

	
	兼業
	・可（ただし市の承認が必要）

	
	その他
	・携帯電話やネット環境等の通信費は自己負担とします。
・庁外で使用するパソコンは、必要に応じご自身でご用意いただきます。



８　提出書類・選考の方法
　（１）提出書類
　　・応募時に提出
　　　①栃木市会計年度任用職員選考申込書：様式指定
②栃木市地域おこし協力隊応募用紙	：様式指定
　　・最終面接時に持参
　　　①現住所の住民票抄本	　：発行後１ヶ月以内のもの
　　　②普通自動車運転免許証の写し：表面・裏面
（２）送付先
　　　〒328-0123　栃木市川原田町760　マルワ・アリーナとちぎ（栃木市総合体育館内）
栃木市 地域振興部 スポーツ課
電　話：0282-25-0930
　　　メール：sports@city.tochigi.lg.jp

　（３）応募書類の提出方法
　　　持参、郵送、メールのいずれか
　　　※郵送の場合は、封筒の表面に赤字で「地域おこし協力隊応募書類在中」と記載すること。
　　　※メールの場合は、件名に「地域おこし協力隊応募書類の提出について」と入力すること。
　　　　また、メール送信後、担当課に確認の電話をすること。（セキュリティにより受信されない場合があるため。）
　（４）選考方法
	①事前相談
（ご希望の場合）
	・担当者が事前相談を行います。（電話やWeb相談も可）
・地域情報や業務内容についてご説明します。
・現地見学も可能です。
・確認事項や質問等を聞き取りいたします。

	②応募受付
	・必要書類を送付いただいて正式に応募したものとします。

	③書類選考
	・応募書類をもとに選考を行います。
・選考結果は、応募者全員に文書で通知します。

	④担当者WEB面接
	・書類選考合格者を対象に担当者によるWEB面談を行います。
（12月中下旬予定）

	⑤最終面接（現地）
	・書類選考通過者を対象に、栃木市内にて面接を行います。
（WEB面談後に予定）
・日程や会場等の詳細については、書類選考結果を通知する際にお知らせします。
・面接時には必要書類を持参いただきます。
※交通費等に関しては自己負担とします。

	⑥最終結果の通知
	・選考終了後に、結果を文書で通知します。



　（５）応募受付期間
　　令和7年11月12日（水）から令和7年12月12日（金）まで

９　担当課
栃木市　地域振興部　スポーツ課 市民スポーツ係
栃木市川原田町760　マルワ・アリーナとちぎ（栃木市総合体育館内）
TEL: 0282-25-0930　（平日8：30～17：15）
e-mail：sports@city.tochigi.lg.jp

